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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 一 の 無 線 通 信 デ バ イ ス で あ っ て 、
　 該 第 一 の 無 線 通 信 デ バ イ ス に よ る メ ッ セ ー ジ の 送 信 に 応 答 し て 第 二 の 無 線 通 信 デ バ イ ス
に よ っ て 送 信 さ れ た ACKメ ッ セ ー ジ を 受 信 す る 能 力 を 有 す る コ ン ト ロ ー ラ と 、
　 無 線 媒 体 を 衝 突 が な い か 監 視 す る た め の 衝 突 検 出 器 と 、 を 備 え る 無 線 通 信 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ 】
　 無 線 通 信 網 内 で 衝 突 を 検 出 す る た め の 方 法 で あ っ て 、
　 送 信 し た デ ー タ に 応 答 し て ACKメ ッ セ ー ジ が 受 信 さ れ た か 否 か を 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 無 線 通 信 網 を 監 視 し 、 衝 突 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 エ ネ ル ギ レ ベ ル を 評 価 し 、 該 エ ネ ル ギ レ ベ ル に 基 づ い て 衝 突 を 検 出
す る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 更 に 、 ペ イ ロ ー ド を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 検 出 さ れ た ペ イ ロ ー ド に
基 づ い て 衝 突 を 検 出 す る ス テ ッ プ と を 含 む 、 請 求 項 ３ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 更 に 、 プ リ ア ン ブ ル を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 検 出 さ れ た プ リ ア ン ブ
ル に 基 づ い て 衝 突 を 検 出 す る ス テ ッ プ と を 含 む 、 請 求 項 ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 該 方 法 が デ ー タ を 送 信 し た 後 に 起 動 さ れ る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 ACKメ ッ セ ー ジ 或 い は デ ー タ ヘ ッ ダ が 受 信 さ れ た 場 合 は 、 衝 突 は 検
出 し な い 、 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 無 線 通 信 網 内 で 衝 突 を 検 出 す る た め の 方 法 で あ っ て 、
　 送 信 し た デ ー タ に 応 答 し て ACKメ ッ セ ー ジ が 受 信 さ れ た か 否 か を 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 無 線 通 信 網 を 監 視 し 、 測 定 さ れ た エ ネ ル ギ レ ベ ル が 所 定 の 閾 値 を 超 え る 場 合 に 、 衝 突



を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 更 に 、 ペ イ ロ ー ド を 検 出 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 該 衝 突 の 検 出 が 更 に
検 出 さ れ た ペ イ ロ ー ド に 基 づ く 、 請 求 項 ８ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 該 監 視 ス テ ッ プ が 、 更 に 、 プ リ ア ン ブ ル を 検 出 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 該 衝 突 の 検 出 が 更
に 検 出 さ れ た プ リ ア ン ブ ル に 基 づ く 、 請 求 項 ８ 記 載 の 方 法 。
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